財団法人骨髄移植推進財団　データ・試料管理委員会規則

制　　　 定　 平成１５年１１月２９日

第１次改正　 平成１９年 ５月１７日

（目 的）

第1条 この規則は、財団法人骨髄移植推進財団委員会規程（以下「委員会規程」と

いう。）第１６条に基づき、特別諮問委員会であるデータ・試料管理委員会（以下、「委員会」という）の組織及び運営に関する事項を定める。

（所掌業務）

第2条 委員会は、ヘルシンキ宣言を遵守し、 理事長の諮問を受けて次の事項を審

議する。

（１）骨髄移植患者並びにドナーに関するデータの収集及び解析に関する事項

（２）骨髄移植患者並びにドナーの試料の保存と利用並びに廃棄に関する事項

（３）その他理事長が必要と認める事項

（組 織）

第３条　委員会は、１０人以上１５人以内の委員をもって組織し、理事長が委嘱する。

２  委員の構成は以下のとおりとする。

（１）当財団理事

（２）当財団評議員

（３）医療委員会委員長

（４）ドナー安全委員会委員長

（５）ＨＬＡ委員会委員長

（６）上記３委員会の現委員または委員長経験者

（７）医学生物統計の専門知識を有する者

（８）医学研究に関する学識を有する者

（９）骨髄移植（患者）、ドナー、コーディネーターの経験者

（10）その他理事長が必要と認める者

（委員長等）

第４条　委員会に委員長をおき、委員長は理事長が指名する。

２  委員長は、会務を整理し、委員会の議長を務める。

３  委員会に副委員長をおき、委員長が指名する。

４  副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する。

５  委員長は、再々任することはできない。

（開 催）

第５条　委員会は年２回以上開催する。

（規則の変更）

第6条 この規則は、理事長の承認を得て変更することができる。

（細 則）

第７条　この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な細目は、委員長が定める。

（準 用）

第８条　委員会規程第2条第2項の規定に基づき設置する部会等の運営に当たっては、同規程第12条第2項及び前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「部会等」と、｢委員長｣とあるのは｢部会等の長｣と読み替えるものとする。

（庶　務）

第９条　　委員会の事務は移植調整部において行う。

附　則

この規則は、平成１５年１１月２９日から施行する。

附　則

この規則は、平成１９年　６月　１日から施行する。

























